様式第１号
うなぎ稚魚漁業許可申請書


　　　年　　月　　日


長崎県知事　　　　　様


住　所
氏　名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）　　 


　下記によりうなぎ稚魚漁業の許可を受けたいので、申請します。

記
１　漁業種類　　　　うなぎ稚魚漁業（たも網）
２　操業区域　　　　別添採捕計画書のとおり
３　漁獲物の種類　　うなぎの稚魚（全長１３センチメートル以下のうなぎ）
４　漁業時期　　　　１２月1日から４月３０日まで
５　漁業根拠地　　　住所地のとおり
６　漁具の種類、規模及び数　　たも網（別添漁具漁法説明図のとおり）
７　使用する船舶　　なし　　　
　（１）船　　名　　　　　　―
　（２）漁船登録番号　　　　―
　（３）総トン数　　　　　　―
　（４）推進機関の種類及び馬力数　―
８　火光を利用するものにあっては、電源の種類及び出力、集魚灯の数及び光力　無
９　潜水器を利用するものにあっては、潜水器の種類、型式及び送気装置　　　　無



申請理由書


　　　　年　　月　　日


長崎県知事　　　　　　様


申請者　住　所
氏　名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）








漁具・漁法説明書


令和　　年　　月　　日
申請者　住　所
氏　名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）



　※使用漁具図に主要寸法を記載すること。


（様式５）
漁業従事契約証書

令和　　年　　月　　日

長崎県知事　　様

　住　所
氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　㊞


　　私及び別記の者は（　　　　　　　　）と、下記の期間、うなぎ稚魚漁業に係る漁業従事者として従事契約したことを証します。

記

自　　　年　　月　　日
至　　　年　　月　　日

　
（様式５）

	氏名
	住所
	印

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


漁業従事者一覧


































様式第12号
漁業許可等の適格性に関する申立書

　　　　年　　月　　日

長崎県知事　　　　　　様

申請者　住所
氏名 (ﾌﾘｶﾞﾅ)（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

当該漁業許可等の申請に係る漁業許可等の適格性については、長崎県漁業調整規則第10条第１項第１号から第４号のいずれにも該当しない者であることを以下のとおり申し立てます。
なお、この申立書の記載内容に虚偽があった場合は「漁業法第58条で読替えて準用する第41条第１項第１号及び第51条第１項に基づく処分の基準」第２の第１項第６号に規定する「漁業の許可又は起業の認可の申請に関し虚偽の申請をしたとき」に該当することを承知しています。

１．暴力団員等に関する事項（該当する場合は□にチェックを入れること）
　□　申請者は下記（１）から（４）までのいずれにも該当せず、かつ当申立が虚偽であり、当内容に反したことにより、当方が不利益を被ることになっても、異議は一切ありません。
（１）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者（以下「暴力団員等」という。）
（２）申請者が法人の場合にあっては、その役員又は漁業法施行令（昭和25年政令第30号）で定める使用人（操業又は漁労を指揮監督するもの。以下「使用人」という。）の中に暴力団員等に該当する者があるもの
（３）暴力団員等によってその事業活動が支配されている者
（４）申請者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人の中に暴力団員等によってその事業活動が支配されている者に該当する者があるもの

２．漁業に関する法令の違反に係る累積点数に関する事項
（１）累積点数
　　　　　　　　　点
（２）点数に係る違反経歴
	違反年月日
	違反法令名
及び条項
	司法処分
	行政処分(停泊命令等)
	点数

	
	
	確定日
	処分の内容
	命令日
	処分の内容
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合　計
	－
	
	件
	
	件
	点


　　※　申請日の前日から起算して過去５箇年において、漁業に関する法令違反による司法処分又は行政処分を受けた事実があれば、必ず記載すること。



３．労働に関する法令の違反に係る累積点数に関する事項
（１）累積点数
　　　　　　　　　点
（２）点数に係る違反経歴
	違反年月日
	違反法令名
及び条項
	司法処分
	点数

	
	
	確定日
	処分の内容
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合　計
	－
	
	件
	点


　　※　申請日の前日から起算して過去５箇年において、労働に関する法令違反による司法処分又は行政処分を受けた事実があれば、必ず記載すること。

４．適格性を有しない者による経営の支配等に関する事項
	経営参加者等の氏名・ﾌﾘｶﾞﾅ
	住　　所
	生年月日
	適格性基準該当の有無

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


※　「経営参加者等の氏名」欄には、共同経営の場合は共同経営者全員の氏名・フリガナ・生年月日、法人の場合は当該法人役員及び使用人全員の氏名・フリガナ・生年月日を、「住所」欄には各経営参加者等の住所を、及び「適格性基準該当の有無」欄には「漁業法第58条で読替えて準用する第41条第１項第１号及び第51条第１項に基づく処分の基準」第２の第１項及び第３の第１項に定める適格性の基準に該当する又は該当しない旨を記載すること。


【参考】
漁業法第58条で読替えて準用する第41条第1項第1号及び
第51条第1項に基づく処分の基準

　漁業法（昭和24年法律第267号。以下「法」という。）第58条で読替えて準用する第41条第1項第1号及び第51条第1項に基づく長崎県知事の処分に係る行政手続法（平成５年法律第88号）第12条第１項の規定による処分の基準を次のように定める。

第１　通則
　　本基準の規定において「許可」とは、法第57条に基づく漁業の許可をいい、「起業認可」とは、法第58条で読替えて準用する第38条に基づく起業認可をいう。

第２　漁業に関する法令を遵守しない者について
　　法第58条で読替えて準用する法第41条第1項第1号の漁業に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない者に該当する者の基準は、漁業に関係する法令の違反に係る累積点数（違反行為及び当該違反行為をした日を起算日とする過去５年以内におけるその他の違反行為のそれぞれについて次の各号に定めるところにより付した点数の合計をいう。第３において同じ。）が６点以上となった日から５年を経過しないこととする。  
　一 　漁業に関する法令に違反する行為により拘禁刑に処せられたとき（法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務又は財産に関して漁業に関する法令に違反する行為により拘禁刑に処せられた場合において、その法人又は人が罰金刑に処せられたときを含む。）　３点 
　二 　前号に該当する場合を除き、漁業に関する法令に違反する行為により刑に処せられたとき　２点 
　三 　法第189条各号及び第190条各号のいずれかに規定する行為により、農林水産大臣及び都道府県知事の処分を受けたとき（一号又は二号に該当することとなった場合を除く。）　２点
　四 　前号に該当する場合を除き、漁業に関する法令に違反する行為（当該行為につき罰則が設けられている場合に限る。）により、農林水産大臣及び都道府県知事の処分を受けたとき（一号又は二号に該当することとなった場合を除く。）　１点
　五 　当該者の違反行為により許可の取消処分を受けたとき ６点
　六 　許可又は起業の認可の申請に関し虚偽の申請をしたとき　１点 
２　前項の規定において「漁業に関する法令」とは、法、都道府県漁業調整規則、水産資源保護法 （昭和26年法律第313号）、臘虎膃肭獣猟獲取締法 （明治45年法律第21号）、外国人漁業の規制に関する法律 （昭和42年法律第60号）、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 （平成８年法律第76号）、内水面漁業の振興に関する法律（平成26年法律第103号）、持続的養殖生産確保法 （平成11年法律第51号）及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律（令和2年法律第79号）並びにこれらの法律に基づく命令をいう。

第３　労働に関する法令を遵守しない者について
　　法第58条で読替えて準用する第41条第1項第１号の労働に関する法令を遵守せず、かつ引き続き遵守することが見込まれない者に該当する者の基準は、労働に関する法令の違反に係る累積点数が４点以上となった日から５年を経過しないこととする。 
　一 　労働に関する法令に違反する行為により拘禁刑に処せられたとき（法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務又は財産に関して漁業に関する法令に違反する行為により拘禁刑に処せられた場合において、その法人又は人が罰金刑に処せられたときを含む。）　２点 
　二 　前号に該当する場合を除き、労働に関する法令に違反する行為により刑に処せられたとき　１点 
２　前項の規定において「労働に関する法令」とは、 健康保険法（大正11年法律第70号）、船舶安全法（昭和８年法律第11号）、船員保険法（昭和14年法律第73号）、労働関係調整法（昭和21年法律第25号）、労働基準法（昭和22年法律第49号）、労働者災害補償保険法（昭和22年法律第50号）、船員法（昭和22年法律第100号）、船員職業安定法（昭和23年法律第130号）、労働組合法（昭和24年法律第174号）、船舶職員及び小型船舶操縦者法（昭和26年法律第149号）、厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）、最低賃金法（昭和34年法律第137号）、雇用保険法（昭和49年法律第116号）及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律（平成28年法律第89号）並びにこれらの法律に基づく命令をいう。

第４　休業の取扱基準
　　法第58条で読替えて準用する第51条第１項の規定に基づく「許可の取消し」の基準については、許可を受けた日から６箇月間又は引き続き１年間休業し、その間、当該許可が船舶ごとに許可を要する漁業にあっては当該許可を受けた船舶により漁業を営んでいない場合、その他の漁業にあっては当該許可を受けた者が漁業を営んでいない場合であって、早急に操業を開始できる見込みのないときは、許可を取り消すこととする。

附則　
この処分の基準は、平成26年４月１日から施行する。
なお、第２に定める累積点数の合計は、平成26年４月１日以前にした違反行為に係る点数を含めない。
附則（令和２年12月１日）
（施行期日）
１　この処分の基準は、漁業法等の一部を改正する等の法律（平成30年法律第95号）の施行の日（令和２年12月１日）から施行する。
（処分の適用に関する経過措置）
２　施行の日前にした漁業に関する法律に違反する行為について累積される点数は、なお従前の例によるものとし、当該点数に２分の３を乗じた点数として取り扱うものとする。
３　第３に定める労働に関する法令の違反に係る累積点数の合計は、施行の日前にした違反行為に係る点数を含めない。
附則　（令和７年４月１日）
（施行期日）
１　この処分の基準は令和７年４月１日から施行する。ただし、第２第１項及び第３第１項の改正規定（「禁錮以上の刑」を「拘禁刑」に改める部分に限る。）は、令和７年６月１日から施行する。
（処分の適用に関する経過措置）
２　前項ただし書に係る改正規定の施行前にした違反行為について累積される点数は、なお従前の例による。




